
（６）徴収猶予に関する調べ

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数

-                        -        

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        -        

(1,258,457,500) (3,597)
1,293,993,600      3,677  

-                        -        

(1,258,457,500) (3,597)
2,099,004,316      3,681  

(1,280,032,600) (1,669) (5,249,060) (19)
1,339,585,050      1,788  275,621,054         244      
(2,538,490,100) (5,266) (5,249,060) (19)
3,438,589,366      5,469  2,932,380,996      2,082   

8,631,165            1         -                        -        -                        -        8,631,165            1         

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

上記のうち地方税法第１５条及び同法附則第１２条以外の徴収猶予
（単位　円）

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数

(1,258,457,500) (3,597)
1,293,993,600 3,677

-                        -        

(1,258,457,500) (3,597)
2,098,920,216 3,680

(1,280,032,600) (1,669)
1,338,750,100 1,784

(2,538,490,100) (5,266)
3,437,670,316 5,464

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        

1,777   

2,656,759,942      1,838   

1,777

-        

合 計

-        

3,239,262,552      

881      

-         

6,369   

軽 油 引 取 税

-                        

850    

-        

-        

2         

減額、取消又は
他処分への移動額

-                        

-                        

差引徴収猶予額

-         

3        

84,100                1        

-                        

-        

804,926,616         

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　　  記載した。

1,067,292,635

収　入　済　額

23,855,755,015    

2,175   

-                        129,100               

計 21,488,504,627     

自動車取得税
（法第125条
該当）

143     

5,484

-        

23,112,561,075     

滞 納 繰 越 分

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )

-         

21,472,460,527    

-                        -         

自 動 車 税

223

2,645,660,507

3        

1,835

-         

-         

-                        

-                        

-                        -         

58

-        

-                        -         

993    

21,472,460,527    

-                        

1,578,367,872
軽油引取税
（法第144条の29
該当）

計

-                        

差引徴収猶予額収　入　済　額 減額、取消又は
他処分への移動額

不 動 産 取 得 税

-                        -        3,509,100            1         

2,377,330,335      5,484   

法 人 県 民 税

30      

-                        -        7,545,335            1         

1,067,292,635      

3,509,100            1         

7,545,335            1         

16,044,100          

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

区　　分
徴　収　猶　予　額

-                        

-                        

-        

820     

-        

法人県民税
（法第55条の2
他該当）

-                        

法人事業税
（法第72条の38
の2他該当）

-                        

-                        

-         

16,044,100

23,855,755,015 881

-         
軽油引取税
（法第700条の21
該当）

（単位　円）

不動産取得税
（法第73条の25
他該当）

旧 法 に よ る 税
（ 軽 油 引 取 税 ）

区 分
徴　収　猶　予　額

26,244,268,885     

-                        

2,377,330,335 30

-                        

29,483,531,437     8,544   

-                        

804,926,616         820     

-        

1,624,056,448      

-         

自 動 車 取 得 税 -         

1,578,367,872      58       

45,000                1         

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　 　 記載した。

-                        -        

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

29,465,736,592 8,509 23,112,234,175 987

270,171,594

21,488,504,627

2,144 1,623,729,548

6,365 850

137

26,233,085,350

合 計

滞 納 繰 越 分

2,915,832,101 2,058

-                        

3,232,651,242

滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )


